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秋田県告示第578号
　平成24年10月９日秋田県厚生連労働組合中央執行委員長中村秀也から次のとおり争議行為を行う旨の通知を受けたの
で、労働関係調整法施行令（昭和21年勅令第478号）第10条の４第４項の規定に基づき、公表する。
　　平成24年11月６日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　事件
　⑴　労働条件に関すること。
　⑵　一時金及び手当に関すること。
　⑶　運営に関すること。
　⑷　その他
２　日時
　　平成24年11月７日以降、要求解決の時まで、連日又は短時間にわたって行う。
３　場所
　　鹿角市花輪字向畑18番地　　　　　　　かづの厚生病院
　　北秋田市下杉字上清水沢16－29　　　　北秋田市民病院
　　能代市落合字上前田地内　　　　　　　山本組合総合病院
　　南秋田郡八郎潟町川崎字貝保37番地　　湖東総合病院
　　秋田市飯島西袋一丁目１番１号　　　　秋田組合総合病院
　　由利本荘市川口字家後38番地　　　　　由利組合総合病院
　　大仙市大曲通町１番地30号　　　　　　仙北組合総合病院
　　横手市前郷字八ツ口３番１　　　　　　平鹿総合病院
　　湯沢市山田字勇ヶ岡25番地　　　　　　雄勝中央病院
　　秋田市八橋南二丁目10番16号　　　　　秋田県厚生連本所
４　概要
　　救急外来患者、入院中の重症患者、人工透析、検診、人間ドック、訪問看護、ディケア、予約検査のための保安要

員を除く全部又は一部組合員によるストライキその他の全ての行為を行う。
　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第579号
　平成24年10月23日中通病院労働組合執行委員長古田晋から次のとおり争議行為を行う旨の通知を受けたので、労働関
係調整法施行令（昭和21年勅令第478号）第10条の４第４項の規定に基づき、公表する。
　　平成24年11月６日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　事件
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　⑴　職員増員に関すること。
　⑵　一時金及び手当に関すること。
　⑶　労働条件の改善に関すること。
　⑷　その他
２　日時
　　平成24年11月８日以降事件解決の時まで、連日又は短時間にわたって行う。
３　場所
　　秋田市中通六丁目１番23号　　　　　　　社会医療法人明和会本部
　　秋田市南通みその町３番15号　　　　　　中通総合病院
　　秋田市中通六丁目１番58号　　　　　　　中通リハビリテーション病院及び中通歯科診療所
　　秋田市土崎港北六丁目１番５号　　　　　港北中通診療所
　　秋田市南通みその町４番17号　　　　　　中通健康クリニック
　　秋田市仁井田潟中町２番41号　　　　　　ふき健診クリニック
　　秋田市楢山登町３番18号　　　　　　　　中通高等看護学院
　　秋田市中通五丁目９番22号　　　　　　　中通訪問看護ステーション及びケアプランセンター
　　大仙市大曲上栄町６番４号　　　　　　　大曲中通病院
　　大仙市大曲上栄町４番３号　　　　　　　大曲中通歯科診療所及び大曲訪問看護ステーション
　　大仙市大曲日の出町二丁目３番27号　　　大曲みなみクリニック
４　概要
　　救急外来患者及び入院患者の保安要員若干名を除くすべての組合員によるストライキその他の争議行為を行う。
　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第580号
　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定により、道路の位置を次のとおり指定したので、建
築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第10条の規定に基づき、公告する。
　　平成24年11月６日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定により、県営土地改良事業の換地計画を定めたので、
同条第４項において準用する同法第87条第５項の規定に基づき、公告し、次のとおり縦覧に供する。
　　平成24年11月６日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　縦覧に供すべき書類の名称　
　　県営土地改良事業（左手子地区全工区農地集積加速化基盤整備事業）換地計画書の写し
２　縦覧期間
　　平成24年11月６日から同年12月４日まで（秋田県の休日を定める条例（平成元年秋田県条例第29号）第１条第１項

に規定する県の休日を除く。）
３　縦覧場所
　　秋田市雄和市民サービスセンター
　　　　　　─────────────────────────────────────────
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、おものがわ土地改良区から次のとおり役員の退任
及び就任の届出があったので、同条第17項の規定に基づき、公告する。
　　平成24年11月６日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　退任理事の住所及び氏名

申請者の住所及び氏名 道路の位置の指定箇所 道路の延長 道路の幅員 指定年月日

由利本荘市二番堰84番１

工藤　金雄

由利本荘市三条字三条
谷地40番５、41番５

25.48メートル 6.00メートル 平成24年10月29日

公 告
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　　横手市雄物川町道地字家東168番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 渡　邉　聡　之
　　〃　　雄物川町東里字水尻39番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　髙　橋　　　茂
　　〃　　雄物川町薄井字西手取134番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 佐　藤　清　春
　　〃　　雄物川町東里字回館27番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤　原　　　進
　　〃　　雄物川町造山字南田234番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 佐　藤　　　聡
　　〃　　雄物川町砂子田字小谷地17番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高　橋　健　一
　　〃　　雄物川町薄井字上大見内117番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 佐　藤　三四郎
　　〃　　雄物川町造山字南田１番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柴　田　信　光
　　〃　　雄物川町砂子田字下谷地西８番地１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　髙　橋　和　博
　　〃　　雄物川町西野字後田表231番地１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 奥　山　　　正
　　〃　　雄物川町柏木字上柏木野18番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丹　　　　　勇
　　〃　　雄物川町薄井字下開384番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 古　内　　　修
　　〃　　雄物川町柏木字柏木16番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐々木　厚　生
　　〃　　雄物川町西野字樋向117番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鈴　木　傳　悦
　　〃　　雄物川町薄井字薄井227番地１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小　野　　　勲
２　就任理事の住所及び氏名
　　横手市雄物川町道地字家東168番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 渡　邉　聡　之
　　〃　　雄物川町東里字水尻39番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　髙　橋　　　茂
　　〃　　雄物川町薄井字西手取134番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 佐　藤　清　春
　　〃　　雄物川町西野字後田表231番地１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 奥　山　　　正
　　〃　　雄物川町造山字南田234番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 佐　藤　　　聡
　　〃　　〃　　　　　〃　　１番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柴　田　信　光
　　〃　　雄物川町東里字回館27番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤　原　　　進
　　〃　　雄物川町柏木字柏木16番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐々木　厚　生
　　〃　　雄物川町薄井字薄井227番地１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小　野　　　勲
　　〃　　〃　　　　　字下開296番地１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 吉　田　政　行
　　〃　　雄物川町砂子田字下谷地西８番地１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　髙　橋　和　博
　　〃　　雄物川町西野字樋向111番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鈴　木　芳　己
３　退任監事の住所及び氏名
　　横手市雄物川町東里字東里158番地１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 佐　藤　昭　逸
　　〃　　雄物川町深井字深井63番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湊　谷　裕　平
　　〃　　雄物川町薄井字下船沼49番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐　藤　啓　一
４　就任監事の住所及び氏名
　　横手市雄物川町深井字深井63番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湊　谷　裕　平
　　〃　　雄物川町東里字東里158番地１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 佐　藤　昭　逸
　　〃　　雄物川町薄井字大見内24番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高　橋　良　昭
　　　　　　─────────────────────────────────────────
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第48条第１項の規定により、おものがわ土地改良区から申請があった土地改良
事業（維持管理事業）計画の変更について、平成24年10月29日認可したので、同条第11項の規定に基づき、公告する。
　　平成24年11月６日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久

秋選管告示第76号
　公職選挙法（昭和25年法律第100号）第161条第１項第３号の規定による個人演説会等を開催することができる施設に
ついて指定した旨秋田市選挙管理委員会から報告があったので、同条第４項の規定に基づき、告示する。
　　平成24年11月６日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県選挙管理委員会委員長　田　中　伸　一

選挙管理委員会告示

施　設　の　名　称 施　設　の　所　在　地 指定年月日
秋田市にぎわい交流館 秋田市中通一丁目４番１号 平成24年10月12日
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秋選管告示第77号
　公職選挙法（昭和25年法律第100号）第161条第１項第３号の規定による個人演説会等を開催することができる施設に
ついて指定解除した旨秋田市選挙管理委員会から報告があったので、同条第４項の規定に基づき、告示する。
　　平成24年11月６日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県選挙管理委員会委員長　田　中　伸　一
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施　設　の　名　称 施　設　の　所　在　地 指定解除年月日
秋田市勝平児童館 秋田市新屋松美町６番１号 平成24年10月12日
秋田市南地区コミュニティ・センター 秋田市御野場一丁目５番１号 平成24年10月12日

発行者　　秋　田　県　　　　秋田市山王四丁目１番１号
　　　　　　　　　　　　　　電話　018−860−1078（総務部広報広聴課）


